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☎995-6215八幡
☎994-5500八條

っ
て
み
た
い
な

と
な
り
ま
ち
ま
ち

行行

　
新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の
一

部
を
紹
介
し
ま
す
。

■
一
般
書

「
裏う

ら

切ぎ

り
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ー
ド
」

石い
し

田だ

衣い

良ら　
著

「
銀ぎ

ん

河が

鉄て
つ

道ど
う

の
父ち

ち

」

門か
ど

井い

慶よ
し

喜の
ぶ　
著

「
死し

に

神が
み

と
道み

ち

連づ

れ
」

赤あ
か

川が
わ

次じ

郎ろ
う　
著

「
末す

え

な
が
く
、
お
幸し

あ
わ

せ
に
」

あ
さ
の
あ
つ
こ　
著

■
児
童
書

「
ロ
ゼ
ッ
ト
の
た
ん
け
ん
」

　
お
く
や
ま
ひ
さ
し　
著

「
パ
ン
ツ
い
っ
ち
ょ
う
め
」

や
ぎ
た
み
こ
絵　
苅か

ん

田だ

澄す
み

子こ

作

「
ぼ
く
の
お
と
う
さ
ん
と
お
か
あ
さ
ん
」

み
や
に
し
た
つ
や　
作
・
絵

「
コ
リ
ス
く
ん
の
か
み
ひ
こ
う
き
」

刀と

根ね

里さ
と

衣え　
作

■
１２
月
の
上
映
会
の
日

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
１０
日
㈰
・
２４
日
㈰　
午
前

１１
時
～
、
２３
日
㈷　
午
後
２
時
～　

▼
一
般
向
け
＝
３
日
㈰
・
１０
日
㈰
・
２４
日

㈰　
午
後
２
時
～

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
１０
日
㈰
・
２４
日
㈰　
午
後

２
時
～

※
上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
図
書
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
１２
月
、
年
末
年
始
の
休
館
日

八
幡
・
八
條
図
書
館　

毎
週
月
曜
日

１２
月
２９
日
㈮
～
平
成
３０
年
１
月
４
日
㈭

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口　

毎
週
土
・
日
曜
日

１２
月
２９
日
㈮
～
平
成
３０
年
１
月
３
日
㈬

※
八
幡
図
書
館
は
、
敷
地
内
の
舗
装
改
修

工
事
の
た
め
、
駐
車
場
・
駐
輪
場
の
利
用

を
制
限
し
て
い
ま
す
。�

�

腹
１１
月
１３
日
㈪
～
１２
月
中
旬

法律相談などで多い事例とそのアドバイス
法律相談コラム

事例

　子どもがいじめの被害に遭っており、学校に行けなくなってしま
いました。学校の対応に不満を持っています。どうしたらよいでし
ょうか？
解決策と注意点

　１つの方法として、弁護士に学校との調整を依頼することが考え
られます。
　平成２５年にいじめ防止対策推進法が成立し、学校はいじめられて
傷ついている子どもの気持ちに寄り添って対応することが求められ
ています。
　もっとも、相談に来られるケースでは、担任の先生のみならず、
校長や教頭も法律の理念を十分に理解していないことがあります。
そのため、学校側が、いじめられている子どもが相手の子どもに反
論しているからいじめではないと捉えてしまったり、トラブルが生
じた際（殴られる、物を隠されるなど）に、従前の子どもたちの関
係性を踏まえずに、その場だけの指導しか行わないことがあります。
　その結果、いじめが止まないうえに、いじめられて傷ついている
子どもの気持ちがないがしろにされるという事態が起きています。
保護者も学校に対して、強い不信感を持っています。
　このような場合、弁護士が学校側と協議をしていく中で、学校側
に、学校の対応にどういう問題点があるのか具体的に認識してもら
います。そして、いじめられている子どもの希望を踏まえながら、
子どもが安心して戻れる環境を調整していきます。
　いじめ問題の対応で大切なことは、子どもがどういう解決策を希
望しているかということです。周りの大人（保護者も含め）だけで、
話を進めてしまうと、いじめられている子どもの気持ちが置いてき
ぼりになってしまうことがあります。例えば、子ども自身は学校を
転校したいと考えているのに、保護者が現在の学校への復帰を強く
考えている場合です。大人が良かれと思って行ったことが、子ども
をさらに傷つけてしまう危険性があることには、常に注意する必要
があります。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　川原（弁護士）

いじめ問題

松
伏
町

第
４４
回
松
伏
町
農
業
収
穫
祭

腹
１１
月
２６
日
㈰　
午
前
１０
時
～
午
後
３
時

（
雨
天
決
行
）

複
県
営
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園

淵
品
評
会
に
出
品
さ
れ
た
野
菜
の
展
示
・

販
売
、
野
菜
・
焼
き
そ
ば
な
ど
の
販
売
、

新
米
の
無
料
配
布
（
数
量
限
定
）
な
ど

沸
入
場
無
料
（
イ
ベ
ン
ト
一
部
有
料
）

物
松
伏
町
農
業
収
穫
祭
実
行
委
員
会
事
務

局
（
環
境
経
済
課
内
）
☎
９９１
・
１
８
５
３

吉
川
市

第
２２
回
吉
川
市
民
ま
つ
り

腹
１１
月
１９
日
㈰　
午
前
１０
時
～
午
後
３
時

複
お
あ
し
す
、
永
田
公
園

淵
交
通
安
全
パ
レ
ー
ド
、
吉
川
産
野
菜
・

特
産
品
の
直
売
、
模
擬
店
、
国
際
色
豊
か

な
料
理
の
屋
台
村
な
ど

物
市
民
ま
つ
り
運
営
委
員
会
事
務
局
（
市

民
参
加
推
進
課
）
☎
９８２
・
９
６
８
５

越
谷
市

越
谷
市
制
６０
周
年
記
念　
第
１６
回
こ
し
が

や
産
業
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
７

腹
１２
月
２
日
㈯
・
３
日
㈰　
午
前
１０
時
～

午
後
４
時
（
３
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

複
総
合
体
育
館
お
よ
び
そ
の
周
辺

淵
商
工
業
と
農
業
の
Ｐ
Ｒ
、
模
擬
店
、
こ

し
が
や
鴨
ネ
ギ
鍋
販
売
（
１２
月
３
日
の
み
、

数
に
限
り
あ
り
）
な
ど

沸
入
場
無
料

物
こ
し
が
や
産
業
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
７
実

行
委
員
会
事
務
局
（
越
谷
商
工
会
議
所
）

☎
９６６
・
６
１
１
１三

郷
市

産
業
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
７

腹
１１
月
１８
日
㈯
・
１９
日
㈰　
午
前
１０
時
～

午
後
４
時
（
１９
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

複
市
役
所
南
側
市
民
広
場
、
勤
労
者
体
育

館
ほ
か

淵
▼
商
工
ま
つ
り
＝
工
業
物
産
展
、
各
種

無
料
相
談
会
、
即
売
会
、
お
楽
し
み
抽
選

会
、
ス
テ
ー
ジ
シ
ョ
ー
▼
農
業
祭
＝
地
元

野
菜
な
ど
の
品
評
会
・
即
売
会
、
三
郷
産

米
で
作
っ
た
「
爆
弾
あ
ら
れ
」
ほ
か

物
商
工
ま
つ
り
＝
三
郷
市
商
工
会
☎
９５２
・

１
２
３
１
、
農
業
祭
＝
農
業
振
興
課
☎
９３０

・
７
７
２
２草

加
市

国
際
ハ
ー
プ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル　
メ
ー
ン

コ
ン
サ
ー
ト

腹
１１
月
１８
日
㈯　
午
後
７
時
～
、
１９
日
㈰

　
午
後
１
時
３０
分
～

複
草
加
市
文
化
会
館

淵
国
内
外
で
活
躍
す
る
一
流
ハ
ー
ピ
ス
ト

の
演
奏
、
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
と
ハ
ー
プ
の

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
、
市
民
も
参
加
し
た
演
奏

沸
一
般
１
０
０
０
円
、
学
生
５００
円
（
全
席

指
定
、
未
就
学
児
入
場
不
可
）

物
草
加
市
文
化
会
館
☎
９３１
・
９
３
２
５

特定健診の受診期間は11月30日まで！

物国保年金課☎焚８２５

　平成２９年度の特定健診の受診はお済みでしょうか。
　受診期間は残りわずかですので、まだ受診していない方は、健康
管理のために忘れず受けましょう。

セルフメディケーション税制※の適用には、
必要書類の提出に加えて、健康の保持増進
および疾病の予防への取り組みが必要です。
特定健診の受診は、その１つとして定めら
れています。詳しくは、厚生労働省ホーム
ページをご確認ください。

母
子
及
び
父
子
・
寡
婦 

福
祉
資
金
貸
付
制
度
　

　
母
子
家
庭
の
母
や
父
子
家
庭
の
父
、
ま

た
は
寡
婦
の
方
の
、
経
済
的
自
立
や
扶
養

し
て
い
る
お
子
さ
ん
の
福
祉
増
進
の
た
め

必
要
な
資
金
を
お
貸
し
す
る
制
度
で
す
。

■
貸
付
資
金
の
種
類

　
就
学
支
度
、
修
学
、
修
業
、
就
職
支
度
、

技
能
習
得
、
医
療
介
護
、
生
活
、
転
宅
、

住
宅
、
事
業
開
始
、
事
業
継
続
、
結
婚

覆
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

⑴
母
子
家
庭
の
母
お
よ
び
父
子
家
庭
の
父

（
２０
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を
扶
養
）
で
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼
配
偶
者
が
死
亡
、
ま
た
は
配
偶
者
と
離

婚
し
、
現
に
結
婚
し
て
い
な
い
方
▼
配
偶

者
の
生
死
が
不
明
、
ま
た
は
配
偶
者
か
ら

１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
方
▼
配
偶
者

が
外
国
に
い
る
た
め
、
そ
の
扶
養
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
▼
配
偶
者
が
精
神

ま
た
は
身
体
の
障
が
い
に
よ
り
長
期
に
わ

た
っ
て
働
け
な
い
方
▼
配
偶
者
が
法
令
に

よ
り
拘
禁
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
扶
養

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
▼
婚
姻
に

よ
ら
な
い
で
母
ま
た
は
父
と
な
り
、
現
に

結
婚
し
て
い
な
い
方

⑵
父
母
の
な
い
、
２０
歳
未
満
の
子

⑶
寡
婦
（
か
つ
て
母
子
家
庭
の
母
で
現
在

も
⑴
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
）

⑷
離
婚
な
ど
で
配
偶
者
の
い
な
い
４０
歳
以

上
の
女
性
で
⑴
ま
た
は
⑶
以
外
の
方

⑸
⑴
お
よ
び
⑶
に
該
当
す
る
方
の
子
（
修

学
・
就
学
支
度
・
修
業
・
就
職
支
度
資
金

の
み
）

※
母
子
家
庭
の
母
や
父
子
家
庭
の
父
ま
た

は
寡
婦
の
方
が
連
帯
保
証
人
の
要
件
（
収

入
、
資
産
な
ど
）
を
満
た
し
て
い
る
場
合

に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
⑶
ま
た
は
⑷
に
該

当
し
、
現
在
お
子
さ
ん
を
扶
養
し
て
い
な

い
方
は
、
所
得
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

■
貸
付
の
申
請

　
子
育
て
支
援
課
で
受
け
付
け
後
、
埼
玉

県
東
部
中
央
福
祉
事
務
所
（
☎
０４８
・
７３７
・

２
３
５
９
）
で
調
査
・
審
査
し
決
定
し
ま

す
。ひ

と
り
親
家
庭
児
童
就
学 

支
度
金
支
給
制
度
　
　
　

　
お
子
さ
ん
の
入
学
準
備
に
必
要
な
経
費

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

覆
次
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
（
生

活
保
護
受
給
者
を
除
く
）

▼
平
成
３０
年
４
月
に
中
学
校
へ
入
学
予
定

（
現
在
小
学
校
６
年
生
）
の
お
子
さ
ん
を

養
育
し
て
い
る
方
▼
市
民
税
非
課
税
世
帯

（
申
請
者
と
同
居
の
扶
養
義
務
者
も
含
む
）

の
母
子
家
庭
の
母
、
父
子
家
庭
の
父
ま
た

は
父
母
の
な
い
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

支
給
額　
児
童
一
人
あ
た
り
１
万
円

仏
１１
月
３０
日
ま
で

※
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
う
ち
対
象
の

方
は
、
現
況
届
の
と
き
に
手
続
き
が
済
ん

で
い
ま
す
の
で
、
申
請
は
不
要
で
す
。

物
子
育
て
支
援
課
☎
焚
２
０
９

※�特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の
医療費控除の特例

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


